
 

 

 

【日ノ川団地 宅地分譲募集要領】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年 11月 初版 

令和５年６月 一部改定 

 

中 土 佐 町



 

〇日ノ川団地の概要 

中土佐町は、県都・高知市より西に 47キロメートル、人口約 6,300人の町で、黒潮洗う

太平洋に面した中土佐地域と、標高 300メートル以上の清流四万十川源流域に広がる大野

見地域から構成されています。 

  この度、宅地分譲を行う日ノ川団地は、町内で最も人口の多い中土佐地域の久礼地区にあ

り、行政機関、教育機関、商業施設や金融機関等までの距離が２キロ圏内、また、高知自動

車道中土佐 ICまで約 1.7キロと、日ごろの暮らしや町外への通勤にも非常に利便性が高い

地域に立地しています。 

 

〇子育て支援に関して 

  本町では、「子育てするなら中土佐町で」をスローガンに掲げ、

様々な施策を推進しています。 

  令和５年度からは子育てに関する施策を大幅に拡充し、子育て世帯がより一層暮らしやす

いまちを目指しています。（本要領 10ページ以降に一覧あり。） 

  日ノ川団地が位置する久礼地区は保育所、小学校、中学校が全て津波浸水域外の高台にま

とまって立地しており、安心・安全な環境で子育てを行っていただけます。 

 

〇防災に関して 

高知県が公表している南海トラフ地震の最大クラスの地震による津波浸水想定では、浸水

深 1.0ｍ以下のエリアに立地しておりますが、宅地造成に際し前述の想定による浸水を回避

できるよう地盤高をかさ上げしています。 

また、海岸線から直線距離で約 1.5キロ離れており、地区に津波が到達するまでの時間は

40～60分と想定されていることから、地震発生の後、県道等の浸水区域外への避難に十分

な時間の確保が可能です。 

 

 

  

町では災害・緊急時の情報や行政からの様々なご案内を音声で放送する防災放送戸別

受信機を各世帯に無償貸与しております。入居に際し、設置をお願いします。 

※詳しくは、中土佐町総務課危機管理室（TEL：0889-52-2211）まで。 

日ノ川団地 海抜 13.5ｍ 

上図は高知県が公表している津波浸水予測図に日ノ川団地の位置を重ねたものです。 

これは、あくまで最大クラスの地震・津波が発生した場合の浸水想定です。 
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はじめに 



 

○ 全体概要 

□ 「所在地」中土佐町久礼 長沢 

□ 「都市計画」都市計画区域内 

□ 「建築確認」建築基準法第６条第１項第４号不要区域 

□ 「用途地域」指定の無い区域 

□ 「市街化区域・市街化調整区域・非線引きの別」非線引き 

□ 「地区計画」指定無し 

□ 「建ぺい率/容積率」60パーセント/200パーセント 

□ 「道路斜線勾配/隣地斜線勾配」1.5/2.5 

□ 「建築物の高さ制限」敷地地盤高から 10ｍ以下 

□ 「分譲区画数」10区画 

□ 「施設」区画内道路平均幅 6ｍ 

□ 「海抜」13.5ｍ 

□ 「土砂災害警戒区域・特別警戒区域」区域外 

□ 「設備」電気：各電力会社  ガス：プロパンガス 

水道：簡易水道(宅地内引込済み)  雨水：区画内道路側溝へ処理 

汚水、家庭用雑排水：戸別設置の合併浄化槽にて各戸処理後、区画内通路側

溝にて処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

町営住宅 日ノ川団地 

日ノ川団地（分譲宅地） 
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□ 生活圏内施設・・・「周辺マップ」参照 

 

＜行政機関＞   中土佐町役場まで約 1.1km 

久礼駐在所まで約 1.8 km、中土佐消防署まで約 1.1 km 

＜教育施設＞   久礼保育所まで約 1.4 km、久礼小学校まで約 1.3 km、 

久礼中学校まで約 1.4 km  

＜医療施設＞   中土佐病院まで約 1.7 km、クリニック土佐久礼まで約 1.8km、 

きらり歯科まで約 1.2 km 

＜商業施設＞   ローソンまで約 900m、ファミリーマートまで 1.2 km 

スーパー（マルナカ）まで約 1.6 km  

ドラッグストアまで約 1.3km、ホームセンターまで 1.1km 

＜金融機関＞   郵便局まで約 1.5 km、高知信用金庫久礼支店まで約 1.5 km 

四国銀行久礼出張所まで約 1.4 km、ＪＡまで約 1 km  

＜交通機関＞   JR「土佐久礼駅」（特急停車駅）まで約 1.4 km 

中土佐 IC（高知 ICまで約 40分）まで約 1.7 km 

 

※上記の距離は車利用の場合を記載しております。 
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○ 分譲の条件 

１．売買契約不履行等の措置 

購入予定者が、所定の期日までに売買契約を締結しなかった場合又は、売買代金を所

定の期日までに支払わなかった場合は、購入予定者の資格を失います。 

 

２．引渡し後の建物建築時期 

土地の引き渡し後 3年以内に住宅又は中土佐町内に事業所を有する事業者（以下、法

人という。）が従業員のために供する社宅若しくは寮（以下、社宅という。）を建築して

ください。 

ただし、特別の事情により 3年以内に住宅の完成が見込めない場合には、町長の承認

を得て１年間に限り期間を延長することができます。 

 

３．売買契約条件の違反とその措置 

購入者が自ら居住する住宅又は法人が社宅を建築する以前に、第三者に譲渡若しく

は売却した場合の他、売買契約の条件に違反した場合は、当初の売買価格から「５．

違約金」に定める額を控除した額で町が買い戻します。 

 

４．所有権移転登記に係る特約 

所有権移転登記には、４年間の買い戻し特約を付記登記します。 

 

５．違約金 

購入者が契約締結後に契約を解除し、町が買戻しをした場合は、違約金として売買価

格の 20％相当額を町に納入しなければなりません。又、購入予定者が支出した必要

経費、有益費その他一切の費用は返還されません。 

ただし、特別な事情があると町長が認める場合、違約金の支払いを減額又は免除しま

す。 

      

６．その他 

・当団地は、中土佐町久礼「長沢地区」にあり、居住にあたっては、既存の地区のコ

ミュニティへの参加をお願いします。 

・宅地周辺の農作業には十分なご理解をお願いします。 

・土地の地盤調査や地盤改良等にかかる費用は購入者の負担となります。 

 （造成工事完成時期：令和３年３月末） 

   ・土地の引渡し後は、除草などの管理を行ってください。また、近隣に影響を及ぼす

行為をしないようにしてください。 

   ・宅地引渡し後の隣接者との紛争等については、町では一切責任を負いません。 
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・合併浄化槽の戸別設置をお願いします。 

中土佐町において「合併浄化槽設置の補助金制度」がありますので、ご利用下さい。 

   ・本分譲地はテレビの難視聴地域に位置しており、テレビの視聴には株式会社

STNet(エスティネット)若しくはよさこいケーブルネットへの申込が必要となり

ます。また、工事にかかる費用は購入者の負担となります。  

     なお、工事申込から視聴開始まで１か月前後の期間を要する場合があります。 
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○ 住宅の建築の条件 

１．道路及び隣接境界との距離 

建築物の外壁等の面は、道路及び隣地境界から 1.0ｍ以上の距離をとって下さい。 

また、建築工事開始前に町に建築図面の確認を受けてください。 

 

２．建築物の高さ制限 

建築する住居は地盤高から 10ｍ以下としてください。 

 

３．建物の用途 

  分譲地は、自らが居住するための専用住宅、店舗併用住宅又は社宅及びそれに付随す

る施設（車庫・倉庫・物置）の建物用地として使用し、それ以外の目的には使用しな

いこととしてください。 

 

４．禁止事項について 

・分譲地の地盤は、嵩上げ、掘り下げなどによる地盤高の変更を禁止します。 

・地下室の建設は禁止します。 

・住宅地の景観を美しく保つために、看板、広告塔、装飾塔、その他これらに類するも

のの設置を禁止します。 

・騒音、振動、悪臭、ばい煙等公害発生の恐れのある施設、設備の設置を禁止します。 
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○ 申込の方法 

１．申込者の資格 

申込者は、次の要件をすべて満たしている必要があります。 

（1）自ら居住する住宅、店舗併用住宅又は社宅を建築するために宅地が必要な方 

（2）住宅建築後、中土佐町の住民基本台帳に記録され、かつ、定住できる方 

又は中土佐町内に事業所の登記がある法人 

（3）売買代金を所定の期日までに支払うことができる方 

（4）宅地分譲契約締結後から 3年以内に住宅又は社宅の建築完成ができる方 

    ただし、特別の事情により 3年以内に住宅又は社宅の完成が見込めない場合に

は、町長の承認を得て 1年間に限り期間を延長することができます。 

（5）住宅又は社宅の完成後、1年以内に居住出来る方 

（6）中土佐町及び現在の居住地において市町村税の滞納がない方 

   又は中土佐町に収めている各種税の滞納が無い法人 

（7）申込者又は当該申込者と現に同居し、若しくは同居しようとしている親族が中

土佐町暴力団排除条例に規定する暴力団員でない方 

暴力団員と密接な関係にない方並びに公序良俗に違反する行為を行わない方 

（8）団地内及び周辺地区の住民との交流が図れる方 

 

２．申し込みに必要な書類 

（1）分譲宅地購入申込書 

（2） 暴力団員等でない誓約書及び同意書（居住予定者全員の氏名が記載されたもの） 

   法人の場合、代表者の氏名が記載されたもの 

（3）住民票の写し（居住予定者の全員のもの） 

   法人の場合、法人登記事項証明書 

（4）居住地市町村の完納証明書（居住予定者全員のもの） 

   法人の場合、中土佐町に収めている各種税の完納証明書 

（5）源泉徴収票又は所得証明書（全ての居住予定者の総収入額を証する書類） 

課税されていない方は非課税証明書を提出すること。 

法人の場合、前年度の収益が確認できる書類 

（6）印鑑証明書（申込者のもの） 

 ※公的機関の発行する各種証明書は交付の日から２カ月以内のものを添付してく

ださい。 

  ※申込者本人以外が提出を行う場合、委任状を添えて提出してください。 
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３．申込の注意事項 

申込は、１世帯につき１区画とします。 

ただし、社宅を建築する法人に限り、隣接する複数区画の申込を受け付けます。 

申込に虚偽の記載または不正な申し込み（二重申込を含む）を行った場合は、すべて

無効とします。 

団地分譲申込書類の資格審査の結果、申込を辞退していただく場合もあります。あら

かじめご承知おきください。 

   

４．申込受付 

随時 

（ただし、土、日、祭日を除く午前 8時 30分～午後 5時 15分まで） 

 

５．申込用紙の配布及び申込受付場所 

〇中土佐町役場  

・まちづくり課 総合企画係  ☏0889-52-2365（担当課） 

・大野見振興局 地域振興課  ☏0889-57-2021  

・上ノ加江支所        ☏0889-54-0311 

※申込用紙は中土佐町ホームページの日ノ川団地のページ内からダウンロードする

こともできます。 

 

なお、申込手続きは基本的に持参によりお願いします。 

やむを得ず、郵送による申込をする場合や、12時から 13時の時間帯に持参を希望す

る場合等は、事前にまちづくり課（☏0889-52-2365）まで電話連絡をお願いします。 

 

○ 購入予定者の選定方法 

１．申込後の辞退が無いよう、十分ご検討のうえお申込み下さい。 

  ２．中土佐町役場まちづくり課にて必要書類を受理した先着順で購入予定者を決定し

ます。 

 

○ 契約又は売買代金の支払い等 

１．購入予定者は、町が指定する期日までに、町と分譲宅地売買契約を締結していただ

きます。 

２．売買代金は、売買契約締結後７日以内に売買予定価格の 10％（千円未満切り捨て）

に相当する契約保証金を、また、町が指定する期日までに、売買予定価格から契約

保証金を差し引いた残額を町にお支払いいただきます。 
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３．売買契約に必要な費用（収入印紙代）は、購入者の負担となります。 

 

○ 所有権移転登記の時期および諸費用 

所有権移転登記は、売買代金完納後、１カ月以内を目途に町が行います。 

登記に要する登録免許税その他の経費については、購入者の負担となります。 

  所有権移転登記完了後、購入者への引渡しを行います 

 

○ ご了解事項 

１．希望区画については、事前に各宅地内の構造物及び境界の位置関係並びに環境等に

ついて現地を十分確認のうえ、別紙申込書に希望区画を記入し、お申し込みください。 

２．当団地に移住後は、中土佐町久礼長沢地区の集落の一員となります。このため、集

落の行事や草刈り等、集落環境やコミュニティの維持活性化等の取り組みには参加

してください。 

３．住宅建築後は団地内及び周辺地区の一体的な美観・環境保持に努めてください。 

 町は原則として団地内及び周辺土地の草刈りなどの維持管理を行いませんのでご了

承下さい。 

  

9/10 



 

○ 住宅建築の際に活用できる補助金 

※以下に記載する補助事業は本要領作成時点のものであり、内容は今後変更となる可

能性があることをご承知おきください。 

また、年度途中での補助金の予算状況により、ご希望の時期に交付を行えない場合が

あります。 

下記には概要を記載しておりますが、詳しい条件等は担当課にご確認下さい。 

 

１．中土佐町新婚・子育て世帯住宅取得支援事業費補助金 

    【対 象 者】①新婚世帯（取得者又はその配偶者のいずれかが 40歳以下かつ結婚

から３年を経過していない世帯） 

          ②子育て世帯（取得者またはその配偶者のいずれかが 40歳以下かつ

中学校卒業までの子どもを養育している世帯） 

    【助成金額】１，５００，０００円 

    【担 当 課】まちづくり課（     ：0889-52-2365） 

   

  ２．中土佐町浄化槽設置整備事業費補助金 

    【対 象 者】①補助事業の期間内に浄化槽を設置することができる者 

②店舗等との併用住宅において、住宅部分の床面積が 1/2未満のもの

を設置しない者 

    【助成金額】補助対象経費の区分に応じ、下記に定める額または補助対象経費の額

のいずれかの少ない方の額の少ない額の合計額を限度とします。 

人槽区分 補助限度額 

５人槽 332,000円 

７人槽 414,000円 

10人槽 548,000円 

    【担 当 課】町民環境課（     ：0889-52-2215） 

 

  ３．中土佐町太陽発電システム設置費補助金 

    【対 象 者】中土佐町内に住民登録があり、若しくは申請後１年以内に住民登録を

することが確定している者 

    【助成金額】対象システムを構成する太陽電池の最大出力に１キロワットあたり

50,000円を乗じた額で上限額は 250,000円とします。 

    【担 当 課】町民環境課（     ：0889-52-2215） 
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○ 中土佐町の子育て支援・サービス 
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